
目

次

告

示

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
療
機
関
の

指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
が

ん

・

生
活
習
慣
病

対

策

課
）
…
一

○
漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
一

○
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
二

公

告

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
二

○
換
地
処
分
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
三

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
三

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
qqq（

同

）
…
三

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届

出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
七
十
二
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

は
せ
が
わ
心
血
管
ク
リ
ニ
ッ
ク

八
戸
市
大
字
湊
町
字
下
大
久
保
道
一
五
の

一

令
和三･
七･一六

石
木
ク
リ
ニ
ッ
ク

青
森
市
港
町
三
丁
目
七
の
二
五

五･
七･二四

北
村
耳
鼻
咽
喉
科
医
院

八
戸
市
小
中
野
三
丁
目
一
の
三
〇

五･一〇･二五

よ
ね
ざ
わ
内
科
消
化
器
内
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

八
戸
市
根
城
五
丁
目
二
の
六

五･一一･
一

ハ
ッ
ピ
ー
調
剤
薬
局
青
森
幸
畑
店

青
森
市
幸
畑
五
丁
目
一
の
三

〃

青
森
県
告
示
第
六
百
七
十
三
号

昭
和
五
十
年
九
月
六
日
青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設

定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

二
の
表
佐
井
村
第
一
区
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

佐
井
村
第
一
区
域

佐
井
村
漁
業
協
同
組
合
の
地

区
の
う
ち
、
大
字
長
後
字
牛

滝
、
字
牛
滝
川
目
、
字
牛
滝

１

小
型
定
置
漁
業
、
小
型
定
置
漁
業
と
底
建
網
漁
業
を

併
せ
営
む
漁
業
及
び
総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に

よ
り
行
う
漁
業

青
森
県
報
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第
六
百
八
十
九
号

令
和
五
年十

一
月
二
十
日

（
月
曜
日
）



屋
敷
裏
及
び
字
細
間
の
区
域

青
森
県
告
示
第
六
百
七
十
四
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号
（
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

第
一
号
の
表
中

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

公

告

農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
令
和
五
年
十
一
月
二
十
日
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

松
野

真
尚

青
森
市

青
森
市
大
字
荒
川
字
松
尾
二
九
九
ほ
か
一
筆

駒
井

勲

南
津
軽
郡
藤
崎
町

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
常
盤
字
四
西
田
六
〇

の
一
ほ
か
二
筆

駒
井

勲

南
津
軽
郡
藤
崎
町

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
徳
下
字
一
本
木
一
三

三

駒
井

勲

南
津
軽
郡
藤
崎
町

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
徳
下
字
一
本
木
一
二

九
の
一
ほ
か
一
筆

駒
井

勲

南
津
軽
郡
藤
崎
町

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
徳
下
字
滝
本
一
一
六

駒
井

勲

南
津
軽
郡
藤
崎
町

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
徳
下
字
一
本
木
一
三

五
ほ
か
一
筆

駒
井

勲

南
津
軽
郡
藤
崎
町

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
徳
下
字
一
本
木
九
三

の
一
ほ
か
一
筆

駒
井

勲

南
津
軽
郡
藤
崎
町

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
徳
下
字
宮
本
一
八
ほ

か
三
筆

駒
井

勲

南
津
軽
郡
藤
崎
町

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
徳
下
字
一
本
木
一
五

四

駒
井

勲

南
津
軽
郡
藤
崎
町

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
徳
下
字
中
前
田
三
三

駒
井

勲

南
津
軽
郡
藤
崎
町

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
徳
下
字
滝
本
一
の
四

株
式
会
社
ミ
ウ
ラ

フ
ァ
ー
ム
津
軽

弘
前
市

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
藤
崎
字
南
豊
田
二
五

の
一
ほ
か
四
筆

株
式
会
社
ミ
ウ
ラ

フ
ァ
ー
ム
津
軽

弘
前
市

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
藤
崎
字
南
豊
田
二
九

の
一

株
式
会
社
ミ
ウ
ラ

フ
ァ
ー
ム
津
軽

弘
前
市

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
藤
崎
字
南
豊
田
三
三
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青
森
銀
行
弘
前
南
支
店

弘
前
市
大
字
松
森
町

青
森
銀
行
弘
前
南
支
店

弘
前
市
大
字
豊
原
一
丁
目

青
森
銀
行
富
田
支
店

弘
前
市
大
字
松
森
町

青
森
銀
行
富
田
支
店

弘
前
市
大
字
豊
原
一
丁
目



石
井

重
幸

三
戸
郡
田
子
町

三
戸
郡
田
子
町
大
字
原
字
飯
豊
平
一
二
の
一

中
屋
敷

和
夫

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
切
田
字
印
二
八
の
一
ほ
か
三

筆

換
地
処
分

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ

り
、
赤
川
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

佐
藤
あ
き
ひ
ろ
後

援
会

佐
藤

陽
大

沢
口

賢
一

上
北
郡
六
戸
町
大
字

犬
落
瀬
字
千
刈
田
二

の
八

令
和五･一〇･
六

皓
々
舎

長
谷
川

皓
之

長
谷
川

皓
之

八
戸
市
小
中
野
四
丁

目
六
の
一
〇

五･一〇･二三

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

立
憲
民
主
党
青
森
県

総
支
部
連
合
会

（
田
名
部

匡
代
）

会
計
責
任
者

久
慈

年
和

奈
良

祥
孝

令
和五･一〇･
一

立
憲
民
主
党
青
森
県

第
３
区
総
支
部

（
田
名
部

匡
代
）

会
計
責
任
者

太
田

将
壽

佐
藤

孝
治

五･一〇･
一

日
本
維
新
の
会
衆
議

院
青
森
県
第
３
選
挙

区
支
部

（
長
坂

淳
也
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
和
徳

町
二
三
八
の
一

八
戸
市
売
市
三
丁

目
六
の
一
〇

五･一〇･
二

参
政
党
青
森
第
３
支

部（
齋
藤

俊
史
）

政
治
団
体
名

参
政
党
青
森
第
３

支
部

参
政
党
弘
前
支
部

五･一〇･一七

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
一
ツ

谷
五
〇
七
の
三
三

黒
石
市
大
字
高
賀

野
字
高
田
一
一
〇

五･一〇･一七

代

表

者

齋
藤

俊
史

西
脇

な
つ
き

五･一〇･一七

会
計
責
任
者

工
藤

の
ぞ
み

櫻
庭

栄
子

五･一〇･一七

政
党
以
外
の
政
治
団
体
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政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

青
森
県
医
薬
品
配
置

薬
業
連
盟

（
関
原

純
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
後
潟

字
平
野
六
一
の
三

弘
前
市
大
字
城
東

中
央
五
丁
目
四
の

三

令
和五･一〇･一一

代

表

者

関
原

純

牧
野

誠
智

五･一〇･一一

会
計
責
任
者

関
原

純

牧
野

誠
智

五･一〇･一一

ア
ク
テ
ィ
ブ
ろ
く
の

へ
21
ゆ
た
か
な
六
戸

未
来
づ
く
り
の
会

（
吉
田

国
博
）

会
計
責
任
者

新
戸
部

彦
士
郎

吉
田

重
広

五･一〇･一〇

豊
志
会

（
吉
田

豊
）

会
計
責
任
者

新
戸
部

彦
士
郎

吉
田

重
広

五･一〇･一〇

吉
田
豊
後
援
会

（
附
田

規
）

会
計
責
任
者

新
戸
部

彦
士
郎

吉
田

重
広

五･一〇･一〇

追
風
海
後
援
会

（
齊
藤

直
飛
人
）

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
号
に
係
る

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体

五･一〇･二五

公
職
の
種
類

（
第
一
号
）

参
議
院
議
員

五･一〇･二五

公
職
の
候
補

者
の
氏
名
及

び
公
職
の
種

類（
第
二
号
）

齊
藤

直
飛
人
、

参
議
院
議
員

五･一〇･二五

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

成
田
ま
こ
と
後
援
会

成
田

誠

令
和
五･
九･二〇

今
泉
昌
一
後
援
会

工
藤

孝
子

五･
九･三〇

宮
本
隆
志
後
援
会

対
馬

通
好

五･
九･三〇

弘
前
市
を
考
え
る
会

山
前

雄
義

五･
九･三〇

神
山
昌
則
後
援
会

村
川

春
男

五･一〇･二〇

黒
石
ナ
ナ
子
後
援
会

木
村

ヒ
サ
子

五･一〇･二六

鎌
田
ち
よ
子
後
援
会

鎌
田

ち
よ
子

五･一〇･三一

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等

を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
（
代
表
者
）

の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指

定

年
月
日
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長
谷
川

皓
之

八
戸
市
議
会
議

員

皓
々
舎

八
戸
市
小
中
野
四
丁

目
六
の
一
〇

令
和五･一〇･二〇

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
二
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

齊
藤

直
飛
人

追
風
海
後
援

会

公
職
の
種
類

青
森
県
議
会

議
員

参
議
院
議
員

令
和五･一〇･二五
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
八
円
九
十
銭


